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第５章 管理不全空家等・特定空家等への対策 

管理不全な状態となった空家等は、地域住⺠の生活環境に悪影響を及ぼすことが懸念さ
れ、早期の対応が必要です。本市では、条例に定める規定に基づき、市⺠の安全・安⼼を守
るために、市内における管理不全空家等の状態や周辺への影響の度合い、危険性等を総合
的に判断し、必要な措置を講じます。 

 

第１節 管理不全空家等への対応 

（１）情報収集 
市⻑は、市⺠等からの情報の提供があったとき、⼜は適切な管理が⾏われていない空

家等があると認めるときは、職員に、所有者等の情報等その他必要な事項について事前
調査をさせることができます。〔条例第８条〕 

⽴⼊調査に当たっては、市⻑は、条例第12条から第14条に規定する特定空家等に対する
措置の施⾏に必要な限度において、職員等に、特定空家等と疑われる場所に⽴ち⼊って
調査をさせることができます。〔条例第10条第１項〕 

上述の⽴⼊調査を⾏う職員等は、その⾝分を⽰す証明書を携帯し、関係人の請求があ
ったときは、⾝分証を提⽰しなければなりません。〔同条第２項〕 

空家等の所有者等に関する情報の利用は、固定資産税の課税その他の事務のために利用
する目的で保有する情報であって、氏名その他の空家等の所有者等に関するものについて
は、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することが
できます。〔法第10条第１項〕 

データベースの整備に当たっては、市は空家等に関するデータベースの整備その他空家
等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めます。〔法第11条
第１項〕 

（２）管理不全空家等への認定及び指導 
市⻑は、（１）の⽴⼊調査によって管理不全な状態を確認した場合は、所有者等に対

して改善するための情報提供や助⾔を⾏い、空家等の適切な管理を促します。〔法第12
条〕その際に空家等の現状が把握できる写真や専門家の相談先などを提⽰し、周囲への影
響や今後の対応についてイメージできるように努めます。 

また、情報提供や助⾔を⾏っても適切な管理が⾏われない場合、管理不全空家等に認め
るものとします。〔法第13条第１項〕 

さらに、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することを防⽌するため、必要な措置
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固定資産税等の住宅用地特例の解除 
勧告後は、特定空家等の状態が改善されるまで、固定資産税等の住宅用地に係る 
特例が解除されます。 

※ 住宅用地特例解除は翌年１月１日から。 
※ 改善されれば翌年１月１日より住宅用地特例適用再開 

をとるよう、指導することができます。〔法第13条第１項〕 

（３）勧告 
指導をした場合において、管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特

定空家等に該当するおそれが大きいと認める場合、具体的な措置について勧告することがで
きます。〔法第13条第２項〕 

 
 

 

 

住宅⽤地の区分 住宅⽤地区分の範囲 
住宅⽤地の特例率 

固定資産税 都市計画税 

⼩規模住宅⽤地 住宅1⼾につき 
200㎡までの部分 評価額×1/6 評価額×1/3 

⼀般住宅⽤地 
住宅1⼾につき 

200㎡を超える部分 
（家屋⾯積の10倍まで） 

評価額×1/3 評価額×2/3 

 
 

 
 

（４）特定空家等の認定 
市⻑は、（１）の情報収集、（２）の管理不全等空家等への認定後の勧告を⾏い、当

該空家等が、周辺に対して著しく悪影響を与えるおそれがある状態と認める場合には、
特定空家等として認定するものとします。〔条例第11条第１項〕 

特定空家等か否かの判断については、当該空家等の状況、周辺へ及ぼす悪影響、危険
の切迫性、所有者等に対する指導等の経過を踏まえ、後述する石巻市空家等対策協議会
（以下「協議会」という。）の意⾒をあらかじめ聴いた上で、総合的に判断します。〔同
条第２項〕 

なお、判断に当たっては、私有財産に対する措置になるため、⾏政が関与すべき事案
かどうかを慎重に検討した上で決定します。 
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第２節 特定空家等に対する措置 

特定空家等と認定した空家等については、所有者等に対し、当該特定空家等の状態を解
消するために必要な措置をとるよう、条例に規定された措置（助⾔及び指導、勧告、命令、
代執⾏）を順次実施していきます。 

（１）助言及び指導 
市⻑は、特定空家等と認定した空家等の所有者等に対し、特定空家等の状態を解消す

るために必要な措置をとるよう助⾔⼜は指導をすることができます。〔条例第12条〕 

（２）勧告 
市⻑は、特定空家等の所有者等に（１）の助⾔⼜は指導を⾏ったにもかかわらず、特定

空家等の状態が改善されないときは、当該所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて必
要な措置をとることを勧告することができます。〔条例第13条〕 

※ 改善されるまで固定資産税等の住宅用地に係る特例が解除されます。 
 

（３）命令 
市⻑は、特定空家等の所有者等が（２）の勧告に応じないときは、当該所有者等に対

し、相当の猶予期限を付けて、当該勧告に係る必要な措置をとることを命ずることがで
きます。〔条例第14条第１項〕 

市⻑は、上述の措置を命じようとする場合には、あらかじめ、その措置を命じようと
する所有者等に対し、弁明の機会を与えなければなりません。〔同第14条第２項〕 

（４）公示 
市⻑は、（３）の命令を⾏った場合において、標識の設置その他の規則で定める方法に

より、その旨を公⽰しなければなりません。〔条例第15条第１項〕 
上述の標識は、（３）の命令に係る特定空家等に設置することができます。この場合に

おいて、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、⼜は妨げてはなりませ
ん。〔同第15条第２項〕 

（５）⾏政代執⾏ 
市⻑は、（３）により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がそ

の措置を履⾏しないとき、履⾏しても⼗分でないとき⼜は履⾏しても期限までに完了す
る⾒込みがないときは、⾏政代執⾏法（昭和23年法律第43号）の定めるところにより、代
執⾏を⾏うことができます。〔条例第16条〕 
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（６）略式代執⾏ 
過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市⻑は、

当該命令対象者の負担において、その措置を⾃ら⾏い、⼜はその命じた者若しくは委任し
た者にその措置を⾏わせることができます。この場合においては、市⻑は、その定めた期
限内に命令対象者においてその措置を⾏うべき旨及びその期限までにその措置を⾏わない
ときは、市⻑⼜は措置実施者がその措置を⾏い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、
あらかじめ公告しなければなりません。〔法第22条第10項〕 

（７）緊急代執⾏ 
市⻑は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある

等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、⽴⽊⽵の伐採その他周辺の生活環境の保全を
図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、（３）及び（４）の規定により
当該措置をとることを命ずる暇がないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家
等に係る命令対象者の負担において、その措置を⾃ら⾏い、⼜は措置実施者に⾏わせるこ
とができます。〔法第22条第11項及び条例第16条第2項〕 
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「管理不全空家等」の認定 
（法第13条第１項） 

指導 
（法第13条第１項、 

条例第４条の２第１項） 

勧告 
（法第13条第１項、 

条例第４条の２第１項） 
※固定資産税等の 
住宅⽤地特例除外 

「特定空家等」の認定 
（法第２条第２項、条例第11条第１項） 

情報収集 
○市⺠等からの相談、情報の提供              ○⽴入調査（法第9条、条例第10条） 
○所有者等に関する情報の利⽤（法第10条） ○データベースの整備（法第11条） 

協議会の意⾒ 
（条例第11条第２項） 

助言・指導 
（法第22条第１項、 

条例第12条） 

勧告 
（法第22条第２項 

条例第４条の２第１項） 
※固定資産税等の 
住宅⽤地特例除外 

命令 
（法第22条第３項、 
条例第14条第１項） 

※違反した場合、50万円以下
の過料（法第30条第１項） 

⾏政代執⾏ 
（条例第16条、 

法第22条第９項） 

略式代執⾏ 
（法第22条第10項） 

【図-32】 特定空家等に対する措置のフロー 

 

 

 

  
 ・所有者等による空家等の 

適切な管理（法第12条） 
 

 ・空家等及びその跡地の 
  活用等（法第15条） 

所有者等による 
状態の改善 

（措置を実施） 

認定取消 
状態が悪化 

弁明の機会の付与 

公⽰ 

所有者等による 
状態の改善 

（措置を実施） 

所有者特定済み 所有者不明 

①事前の公告 
②動産等に対する措置 
③費用の徴収（義務者
判明後） 財産管理制度の活用 

（不在者財産管理人 
⼜は相続財産清算人（管
理人）の選任の申⽴て） 

特定空家等の 
認定取消 

財産管理制度の活用 
（不在者財産管理人 

⼜は相続財産管理人の 
選任の申⽴て） 

緊急代執⾏ 
（法22条第11項、 

条例第16条第2項） 

①⽂書による戒告 
②再戒告 
③代執⾏令書の通知 
④執⾏責任者の証票の
携帯及び呈⽰ 
⑤動産等に対する措置 
⑥費用の徴収 

災害その他非常の場合 

所有者特定済み 所有者不明 
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（８）応急措置 
市⻑は、空家等が市⺠等の生命、⾝体及び財産に被害を及ぼすおそれがある状態で、

かつ、条例第12条から第14条までの規定及び第16条の規定による特定空家等に対する措
置をとる暇がないと認めるときは、急迫した現在の危険を避けるため、必要な最小限度
の措置を講ずることができます。〔条例第17条第１項〕 

市⻑は、上述の応急措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収す
ることができます。〔条例第17条第２項〕 

（９）関係機関との連携 
市⻑は、条例第１条の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定空家等が 

所在する地域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協⼒を求めることができます。
〔条例第18条〕 

（１０）他の法令による規制 
管理不全空家等については、条例や法に限らず、他の法令により必要な措置を講じる

場合も考えられます。それぞれの法令の目的に沿って適切な措置を講じ、その際、必要
に応じて庁内関係部署と連携して対応にあたります。 

 

消防法に基づく火災の予防のための措置 
【制度根拠】 消防法第３条、第４条、第５条、第５条の３、第９条 
○ 消防⻑、消防署⻑その他の消防吏員は、火災の予防に危険であると認める場合に、

みだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去等を所有者等に命ずることがで
きる。 

○消防⻑⼜は消防署⻑は、火災予防に必要があるときは、資料提出を命じ、若しくは
報告を求め、消防職員等に、物件の⽴⼊検査をさせることができる。ただし、個人の
住居は、関係者の承諾を得た場合⼜は特に緊急の必要がある場合に限る。 

○ 消防⻑⼜は消防署⻑は、建築物の構造⼜は管理等の状況について、火災の予防に危
険であると認める場合に、建築物の改修等を所有者等に命ずることができる。 

○火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定
める。 

石巻地区広域⾏政事務組合火災予防条例（抜粋） 
（空地及び空家の管理） 

第24条 空地の所有者、管理者⼜は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのあ
る物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 

2  空家の所有者⼜は管理者は、当該空家への侵⼊の防⽌、周囲の燃焼のおそれのある
物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 
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参考︓国⼟交通省・総務省「空家等対策に係る関連施策等（個票）」 

建築基準法に基づく保安上危険な建築物等の所有者等に対する措置 
【制度根拠】 建築基準法第９条の４、第10条 
①特定⾏政庁は、そのまま放置すれば保安上危険となり、⼜は衛生上有害となるおそ

れがある建築物の敷地、構造⼜は建築設備について、必要な指導及び助⾔をすること
ができる。 

②特定⾏政庁は、特殊建築物等のうち、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる
恐れがある建築物の敷地、構造⼜は建築設備について、必要な措置を勧告でき、当
該措置がとられなかった場合で特に必要と認めるときは命令をすることができる。 

③特定⾏政庁は、現に著しく保安上危険な建築物の敷地、構造⼜は建築設備について
必要な措置を命令することができる。 

災害救助法に基づく救助 
【制度根拠】 災害救助法第４条第11号、災害救助法施⾏令第２条第２号 
○ 災害救助法に基づく救助として、災害によって住居⼜はその周辺に運ばれた⼟石、

⽵⽊等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものを除去することができる。 
⇒ 例えば、都道府県知事は、当該市町村に災害救助法を適用した場合で、空家の管 

理者が不明で、管理者⾃らの資⼒では除雪を⾏えない等により、倒壊して隣接する
住家に被害が生じるおそれがある場合、災害救助法に基づく障害物の除去として除
雪することが想定される。ただし、後日、空家等の所有者が判明した場合は、原則
として、所有者に除雪に要した経費を請求する。 

道路法に基づく禁⽌⾏為等に対する措置 
【制度根拠】 道路法第44条、第48条、第71条第１項・第３項 
○ 沿道区域における⼟地等の管理者の損害予防義務（44条） 
○ 道路保全⽴体区域内の制限（48条） 
○ 道路管理者等の監督処分（71条） 
⇒ 空家の敷地内の⽴⽊や工作物等が道路施設内に越境し、交通に支障を及ぼしてい

る場合等における適用が想定される。 
 

災害対策基本法に基づく応急公用負担等 
【制度根拠】 災害対策基本法第64条 
○ 市町村⻑は、災害が発生し、⼜はまさに発生しようとしている場合であり、かつ、応

急措置を実施するため緊急の必要があると認めた場合は、他人の⼟地、建物その他
の工作物を⼀時使用し、⼜は物件を使用し、若しくは収用することができる。 

○ 市町村⻑は、災害が発生し、⼜はまさに発生しようとしている場合であり、かつ、応
急措置を実施するため緊急の必要があると認めた場合は、災害を受けた工作物⼜は
物件で応急措置の実施の支障となるものの除去等をすることができる。 
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石巻市環境美化の促進に関する条例（抜粋） 
第１章 総則 
（市⺠等の基本的責務） 
第３条 市⺠等は、⾃ら快適な生活環境の確保に努めなければならない。 
２ 市⺠等は、⾝近な地域における環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加

するとともに、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協⼒しなければならな
い。 

（市の基本的責務） 
第５条 市は、快適な生活環境を確保するため、総合的な環境美化の促進に関する施

策を策定し、これを実施するものとする。 
２ 市は、前項の施策の実施に当たって、市⺠等、事業者、⼟地所有者等及び空き地所

有者等に対し、啓発及び意識の高揚を図るとともに、必要な指導⼜は協⼒要請を⾏
うものとする。 

第２章  ごみの散乱防⽌ 
（市⺠等の責務）
第７条 
３ ⼟地所有者等は、⼟地⼜は建物におけるごみの散乱を防⽌するため、⼟地⼜は建

物の利用者の啓発を⾏うとともに、散乱しているごみの清掃を⾏うなど環境整備に
必要な措置を講じなければならない。 

（空き地の管理） 
第 10 条 空き地所有者等は、当該空き地が不良な状態にならないよう適正に維持管

理しなければならない。 
（⼟地所有者等に対する勧告） 
第 16 条   市⻑は、ごみが著しく散乱している⼟地がある場合において、当該⼟地の所有

者等が散乱しているごみの清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容易に講ずる
ことができるにもかかわらず、これを⾏っていないと認めたときは、当該⼟地所有者
等に対し、期限を定めて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。 

（空き地所有者等に対する指導及び勧告） 
第 18 条 市⻑は、不良な状態の空き地があるときは、当該空き地所有者等に対し、必

要な措置を講ずるよう指導することができる。 
２  市⻑は、前項の規定による指導を受けた者がその指導に従わないときは、その者 

に対し、期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告することができる。 
（命令） 
第 19 条 市⻑は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限

を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。 




